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表1　上海市プラスチック汚染防止のさらなる強化の実施方案（意見請求稿）における主要目標
時期

2020年までに

2021年までに

2023年までに

（出所）各機関の発表を基にジェトロ作成

生産・販売を禁止する
プラスチック製品

プラスチック買い物袋

・2020年末までに、市内の商店、スーパー、薬局、書店および飲食の持ち帰りサービス、各種
展示会活動について、プラスチック買い物袋の提供を禁止する。飲食出前サービスでは非分解
性プラスチックの使用を禁止する。ショッピングモールではプラスチック買い物袋の提供を規
制・制限する。
・2023年末までにショッピングモールではプラスチック買い物袋の提供を禁止。

使い捨てプラスチック食器

・2020年末までに、市内の飲食業では非分解性のプラスチックストローの提供を禁止する。
ケータリングサービスでは非分解性プラスチック食器の提供を禁止する。
・2025年末までに、市内の飲食出前領域では非分解性プラスチックの食器消費を30%以上減少
させる。

ホテルの使い捨てプラスチッ
ク用品

・2021年末までに市内の星付きホテルは、使い捨てプラスチック用品を積極的に提供しない。
・2023年末までに実施範囲をすべてのホテル、民宿に拡大する。ホテル、民宿等では自動販売
機を設置することにより補充型洗剤を提供するなど、消費者への関連サービスの提供を継続す
る。

宅急便のプラスチック包装
・2021年末までに市内の宅急便は、非分解性プラスチックの包装袋、使い捨てビニール袋等の
使用を禁止し、非分解性プラスチックテープの使用量を40%減少させる。
・2023年末までに市内の宅急便は、非分解性プラスチックテープの使用を禁止する。

（出所）各機関の発表を基にジェトロ作成

表3　2020年1月19日の発展改革委員会と生態環境部の意見における主要目標
時期

2020年までに

2022年までに

2025年までに

（出所）各機関の発表を基にジェトロ作成

内容
ケータリング、ホテル、郵便、宅急便などの重点分野が率先して一部のプラスチック製品の生産、販売、使用を禁止し、プラ
スチック廃棄物の埋め立てゼロを実現する。

全市における使い捨てプラスチック製品の消費量を顕著に減少させ、代替製品の利用を推進する。プラスチック汚染問題が著
しい分野とEコマース、宅急便、出前などの新興領域はリサイクルを進め、プラスチックの減量とグリーン物流モデルを推進
する。

全市におけるプラスチック製品の生産、流通、消費と回収などの環境省エネ的な管理制度を基本的に構築し、政府が主導し、
企業が主体となり、全市民が参加する多元的な体系を形成する。代替製品の開発応用レベルはさらに向上し、プラスチック汚
染がコントロール可能となる。2022年には全面的にプラスチック廃棄物の埋め立てゼロを実現。

・厚さ0.025mm以下の超薄型のプラスチック買い物袋、厚さ0.01mm以下のポリエチレン農業用シート。
・プラスチック生産企業が医療廃棄物を原料としてプラスチック製品を生産することを禁止。
・プラスチック廃棄物の輸入を全面的に禁止。
・2020年末までに使い捨て発泡プラスチック食器、使い捨てプラスチック綿棒の生産と販売、およびマイクロビーズを含む日
用化学製品の生産。
・2022年末までにマイクロビーズを含む日用化学製品の販売。

使用を禁止・制限する
プラスチック製品

表2　上海市プラスチック汚染防止のさらなる強化の実施方案（意見請求稿）における生産販売禁止および使用を禁止制限するプラスチック製品

内容

一部地域、一部の領域でプラスチック製品の生産、販売、使用を禁止または制限する。

使い捨てプラスチック製品の消費量を顕著に減少させ、代替製品の利用を推進し、プラスチック廃棄物の資源化、エネルギー
利用を大幅に上昇させる。プラスチック汚染問題が著しい分野とEコマース、宅急便、出前などの新興領域はリサイクルを進
め、プラスチックの減量とグリーン物流モデルを推進する。

プラスチック製品の生産、流通、消費と回収などの環境省エネ的な管理制度を基本的に構築し、多元的な体系を形成し、代替
製品の開発応用レベルをさらに向上させ、重点都市のプラスチックごみ埋め立て量を大幅に低減させ、プラスチック汚染を有
効にコントロールする。
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生産・販売を禁止する
プラスチック製品

プラスチック買い物袋

・2020年末までに直轄市、省都、および一部の都市の商店、スーパー、薬局、書店および飲食
の持ち帰りサービス、各種展示会活動について、非分解性プラスチック袋の使用を禁止し、
ショッピングモールでは非分解性プラスチック買い物袋の提供を規制・制限する。
・2022年末までに実施範囲を全地級市以上の都市の区と沿海地区の県の下の区に拡大する。
・2025年末までに上記地域のショッピングモールでは非分解性プラスチック買い物袋の使用を
禁止する。一定の条件で、都市農村結合部、郷鎮と農村地区では非分解性プラスチック袋の使
用を停止する。

使い捨てプラスチック食器

・2020年末までに、全国の飲食業では非分解性の使い捨てプラスチックストローの提供を禁止
する。地級市以上の都市、景観地区のケータリングサービスでは非分解性プラスチック食器の
使用を禁止する。
・2022年末までに県級都市、景観地区のケータリングサービスでは非分解性の使い捨てプラス
チックの食器の使用を禁止する。
・2025年末までに、地級市以上の都市の飲食出前領域では非分解性の使い捨てプラスチックの
食器消費を30%以上減少させる。

ホテルの使い捨てプラスチッ
ク用品

・2022年末までに全国の星付きホテルは、使い捨てプラスチック用品を積極的に提供しない。
自動販売機を設置することにより補充型洗剤を提供するなど、消費者への関連サービスの提供
を継続する。
・2025年末までに実施範囲をすべてのホテル、民宿に拡大する。

宅急便のプラスチック包装

・2022年末までに北京、上海、江蘇、浙江、福建、広東などの省市の宅急便は、先行して非分
解性プラスチックの包装袋、使い捨てビニール袋等の使用を禁止し、非分解性プラスチック
テープの使用量を減少させる。
・2025年末までに全国の宅急便は、非分解性プラスチック包装袋、プラスチックテープ、使い
捨てビニール袋等の使用を禁止する。

（出所）各機関の発表を基にジェトロ作成

使用を禁止・制限する
プラスチック製品

表4　2020年1月19日の発展改革委員会と生態環境部の意見における生産販売禁止および使用を禁止制限するプラスチック製品

・厚さ0.025mm以下の超薄型のプラスチック買い物袋、厚さ0.01mm以下のポリエチレン農業用シート。
・プラスチック生産企業が医療廃棄物を原料としてプラスチック製品を生産することを禁止。
・プラスチック廃棄物の輸入を全面的に禁止。
・2020年末までに使い捨て発泡プラスチック食器、使い捨てプラスチック綿棒の生産と販売、およびマイクロビーズを含む日
用化学製品の生産。
・2022年末までにマイクロビーズを含む日用化学製品の販売。
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